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詐欺罪と補助金等不正受交付罪の適用関係

事実の概要

　被告人Ｘは学校法人Ｐ学園の理事長としてその
業務全般を統括し、Ｐ学園が運営するＱ幼稚園の
園長としてその業務全般を統括していた。さらに、
ＸはＰ学園の関連法人である学校法人Ｒ学園の理
事長として、その業務全般を統括し、Ｒ学園が運
営するＳ幼稚園の園長としてその業務全般を統括
していた。被告人ＹはＸの妻であり、Ｐ学園のた
め、Ｘが行う業務を補佐するなどしており、さら
にＱ幼稚園の副園長、Ｓ幼稚園の副園長としてＸ
が行う業務を補佐するなどしていた。
　①被告人Ｘ及びＹは、Ｐ学園が大阪府豊中市所
在の土地に小学校の校舎を建設するに際して、有
限会社Ａ１及び同取締役Ａ２を代理人として、「サ
ステナブル建築物等先導事業（木造先導型）補助
金」（国土交通省から事務事業者に選定された一般社
団法人Ｂが、先導的な木質化建築事業を実施する建
築主等に対して補助金対象事業の採択以降に着手し
た建設工事等を対象として交付する間接補助金）に
ついて、過大な工事代金を記載した「建設工事請
負契約書」を提出するなどして、Ｂ代表理事らに
申請内容等が真実のものであると誤信させて同補
助金の交付決定をさせ、Ｂ職員にＰ学園名義の銀
行口座に振込入金させた。
　さらに、②被告人Ｘ及びＹは、Ｑ幼稚園に関す
る「大阪府私立幼稚園経常費補助金」の申請に際
して、大阪府の担当職員に対し内容虚偽の書類を
提出するなどして、決裁権限者らに同補助金の交
付決定をさせ、数回にわたり、同府職員にＰ学園
名義の普通預金口座に振込入金させ、③Ｑ幼稚園
及びＳ幼稚園に関する「大阪府特別支援教育費補

助金」の申請に際し、大阪府の担当職員に対し内
容虚偽の書類を提出するなどして、決裁権限者ら
に同補助金の交付決定をさせ、数回にわたり、同
府職員にＰ学園名義の普通預金口座及びＲ学園名
義の普通預金口座に振込入金させ（ただし、③の
一部につき大阪府が不交付決定をしたためＸ及びＹ
の目的を遂げなかった）、④Ｑ幼稚園に関する「大
阪市私立幼稚園特別支援教育費補助金」及び「大
阪市私立幼稚園特別支援教育費交付金」の申請に
際して、大阪市の担当職員に対し内容虚偽の書類
を提出するなどして、決裁権限者らに同補助金等
の交付決定をさせ、数回にわたり、同市職員に同
補助金等を振込入金させた（ただし、④の一部に
つき大阪市が交付決定を取り消したため、Ｘ及びＹ
の目的を遂げなかった）。被告人Ｘ及びＹは、①～
④につき詐欺罪又は詐欺未遂罪で起訴された。
　第一審（大阪地判令 2・2・19判時 2462 号 64頁）は、
「補助金適正化法 29 条 1 項が刑法 246 条 1 項の
特別規定であるという関係にはなく、両罪が競合
する場合で、本件のように検察官が詐欺罪として
訴追しているときは、詐欺罪に該当する事実が認
定できれば、これについて刑法 246 条 1 項を適
用して同罪として処断することができると解され
る。」などと判示した上で、①に関し被告人Ｘ及
びＹに詐欺罪の成立を認め、②～④に関し被告人
Ｘに詐欺罪又は詐欺未遂罪の成立を認めたのに対
し、被告人Ｙに詐欺罪の故意及び共謀が認められ
ないという理由で無罪とし、被告人Ｘを懲役5年、
Ｙを懲役 3年執行猶予 5年に処するとしていた。
検察官及び被告人両名が控訴。
　原審（大阪高判令 4・4・18 公刊物未登載、LEX/
DB25572223）は、一部破棄（第一審が被告人Ｙを
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無罪としていた②～④について破棄自判）し、被告
人Ｙを懲役 2 年 6 月に処するとしたのに対し、
検察官の被告人Ｘに対する控訴及び被告人Ｘの控
訴を棄却した。詐欺罪と補助金等不正受交付罪の
適用関係については、「……『人を欺いて補助金
等又は間接補助金等の交付を受けた旨の事実につ
いて詐欺罪で公訴が提起された場合、当該行為が
補助金適正化法 29 条 1 項違反の罪に該当すると
しても、裁判所は当該事実について刑法 246 条 1
項を適用することができる（令和 3年 6月 23 日
最高裁第三小法廷決定・刑集 75 巻 7号 641 頁）。』
と解するのが相当であるから、これに反する論旨
は、採用の余地がない。」と判示した。被告人Ｘ
及びＹが上告。

決定の要旨

　上告棄却。
　「被告人両名の弁護人甲の上告趣意のうち、規
定違憲をいう点は、原判決に対する論難ではなく、
その余は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、
実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当、再
審事由の主張であり、被告人両名の各上告趣意の
うち、憲法違反をいう点は、憲法のどの条項に違
反するのかの具体的主張を欠き、判例違反をいう
点は、判例の具体的摘示を欠き、その余は、単な
る法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも
刑訴法 405 条の上告理由に当たらない。」

判例の解説

　一　はじめに
　本決定は、平成 29 年 2 月 9 日付けの新聞報道
などを契機にして、国会やメディアで追及されて
いた森友学園国有地売却事件（財務省近畿財務局
が学校法人森友学園に対し大阪府豊中市の国有地を、
土地の鑑定評価額から、国土交通省大阪航空局によっ
て不相当に多額に算出された廃棄物の撤去費用を差
し引いた価額で、売り渡した事件）に派生して捜査
が開始された森友学園の当時の理事長及び副理事
長の補助金詐欺事件の最高裁決定である。
　本評釈では、詐欺罪（刑法 246 条）と補助金等
不正受交付罪（補助金等に係る予算の執行の適正化
に関する法律（以下、「補助金適正化法」という）29
条 1項）の適用関係について論じる。

　二　詐欺罪と補助金等不正受交付罪の異同
　詐欺罪と補助金等不正受交付罪は、他者に対し
て不正な働きかけなどを行って、本来取得するこ
とができなかったはずの財産を取得するという点
で類似の犯罪であるといえるが、いくつかの点で
異なっている。
　まず、①両罪では実行行為が異なっている。詐
欺罪では「人を欺いて」という実行行為（欺罔行為）
が要求されているのに対して、補助金等不正受交
付罪では「偽りその他不正の手段」が要求されて
いる。補助金等不正受交付罪における「偽り」は
単なる例示にすぎず、「偽りその他不正の手段」は、
「不当に補助金等の交付又は間接補助金等の交付
若しくは融通を受ける原因力を有する手段で不正
なものを総称する概念」１）と解されている。たと
えば、詐欺罪の欺罔行為に相当する内容虚偽の申
請書や書類を提出する場合がこれに含まれるのは
勿論のこと、交付行政庁の公務員に贈賄し、ある
いは馴れ合って通謀する場合や、交付行政庁側に
饗応や利益提供をする場合なども含まれる２）。そ
の意味で、補助金等不正受交付罪の実行行為は、
詐欺罪の欺罔行為よりも広い手段を対象にしてい
る。
　次に、②両罪では行為者が取得する客体も異
なっている。詐欺罪の客体は、「財物」又は「財
産上の利益」であるのに対して、補助金等不正受
交付罪の客体は「補助金等」及び「間接補助金等」
である。そして、ここでの「補助金等」は、「国
が国以外の者に対して交付する」「補助金」等で
あることが要求されており（同法 2条 1 項）、「間
接補助金等」は、「国以外の者が相当の反対給付
を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接
又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、
当該補助金等の交付の目的に従つて交付するも
の」であることなどが要求されている（同法 2条
4項 1号）。したがって、補助金等不正受交付罪に
おいて、補助金の不正受交付すべてを捕捉してい
るわけではなく、間接補助金等に該当しないよう
な地方公共団体や民間の法人が独自の財源に基づ
いて給付する補助金の不正受交付は対象になって
いない。
　さらに、③両罪では結果においても異なってい
る。詐欺罪の結果は、構成要件的結果は、「財物
を交付させた」、又は「財産上不法の利益を得、
又は他人にこれを得させた」であるのに対して、
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補助金等不正受交付罪の結果は、「補助金等」の「交
付を受け」や「間接補助金等」の「交付又は融通
を受けた」であり、現実の交付や現実の融資を受
けることが必要であり、交付決定通知を受けるこ
とや融通の契約があったのみでは足りないと解さ
れている３）。したがって、補助金等不正受交付罪
の結果では、刑法 246 条 1 項の財物詐欺に相応
する結果を要求しており、同条 2項の利益詐欺
に相応する結果は捕捉されていないといえる。
　④錯誤の要否についても異なっている。詐欺罪
では、解釈論上、欺かれた相手方が錯誤に陥るこ
とが要求されているのに対して、補助金等不正受
交付罪では、不正手段によって、補助金等又は間
接補助金等が交付されることで足り、交付主体の
職員などが錯誤に陥ることは不要であると解され
ている４）。
　その他に、⑤未遂規定の存否、⑥法定刑の重さ、
⑦両罰規定の有無などにも相違がある。

　三　詐欺罪と補助金等不正受交付罪の適用関係
　１　適用関係の問題が生じる場面
　二で確認したように、詐欺罪と補助金等不正受
交付罪は類似の犯罪ではあるが、それぞれの規範
内容が異なっているので、両者の規定が競合する
場面は限られている。すなわち、行為者が、「欺
罔行為」に相応する「偽り」の手段によって、交
付主体を「錯誤」に陥らせて、「補助金等」又は「間
接補助金等」の「交付を受ける」場面でのみ問題
になるにすぎない。したがって、詐欺罪のみが
適用される場面（交付の判断を行う上で重要である
事項について内容虚偽の申請書や書類などを用いて、
交付主体の決裁権限者などにそれを真実であると誤
信させて、補助金適正化法上の「補助金等」及び「間
接補助金等」に該当しない地方公共団体や民間の補
助金の交付を受ける場合など）や補助金等不正受交
付罪のみが問題になる場面（偽り以外の不正な手
段で補助金等又は間接補助金等の交付を受ける場合
など）では問題にならないのである。
　その意味で、本決定の第一審判決及び控訴審判
決で、適用場面を限定せずに、詐欺罪と補助金等
不正受交付罪の適用関係を全般的に論じているこ
とには疑問が残る５）。

　２　両罪を排他関係と捉える立場
　学説では、かねてより詐欺罪の保護法益を「個

別財産」と理解し、詐欺罪が個人法益に対する罪
であるということからそれを限定的に解釈するこ
とによって、国家的法益や公共的法益に向けられ
た詐欺罪の成立を否定する見解が主張されてき
た６）。この立場からすると、詐欺罪とそれ以外の
国家的法益や公共的法益に向けられた詐欺的行為
は排他関係にあり、後者を処罰するためには詐欺
罪とは異なる別の法規定が必要になるであろう７）。
　しかし、詐欺罪の保護法益は「個別財産」（私
見からは「財産管理権」８））であり、国家や地方公
共団体もそれを保有している以上、それらに対す
る詐欺は排斥され得ないと思われる。

　３　両罪が部分的に競合すると捉える立場
　詐欺罪と補助金等不正受交付罪を排他関係と捉
える立場をとらない場合には、両罪は部分的に競
合していることになるが、それをどのように処理
するのか検討する必要が生じる。
　学説や実務では、近時に至るまで、(a) 補助金
等不正受交付罪は詐欺罪の特別規定であり、ある
事実関係が両罪の構成要件に該当する場合には、
補助金等不正受交付罪が適用されるという見解
（特別規定説）が有力であった９）。この見解によれ
ば、この種の事案を詐欺罪で起訴することは許さ
れないのに対して、補助金等不正受交付罪の対象
にならない地方公共団体の（間接補助金等にも該
当しない）補助金の不正受交付の場合には、一般
法である詐欺罪が適用されることになる（この点
で、前述した両罪を排他関係と捉える立場とは異な
る）。この見解からは、詐欺罪と補助金等不正受
交付罪の両者が適用可能な場面で、詐欺罪よりも
軽い法定刑の特別規定を置いた理由として、補助
金等の不正受交付について社会一般の罪の意識が
低いことなどが挙げられているが 10）、現在にお
いても妥当しているのかについて疑問が残る 11）。
　これに対して、(b) 詐欺罪と補助金等不正受交
付罪は保護法益が異なり、ある事案が両者の構成
要件に該当する場面ではいずれの犯罪も成立しう
るが、その関係は観念的競合（刑法 54 条 1項前段）
として処理されるという見解（観念的競合説）が
主張されている 12）。しかし、詐欺罪の保護法益
は個別財産（私見によれば「財産管理権」）であり、
補助金等不正受交付罪の保護法益の内実は「国の
財産権」13）であり、両者が全く異なる法益を保護
している規定であると解するのは困難である。
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　その他に、(c) 補助金等不正受交付罪は詐欺罪
の補充規定であり、詐欺罪が適用されない場合に、
補充的に補助金等不正受交付罪が適用されるとい
う見解（補充規定説）14）や、(d) 両罪は択一関係
にあり、ある事案が両者の構成要件に該当する場
面では、検察官はいずれかの犯罪で起訴すること
が許容されるという見解（択一関係説）15）も主張
されている。
　(c) 説に対して、これまでの実務では、両罪の
構成要件に該当しそうな事実関係でも、補助金等
不正受交付罪で起訴され、有罪判決が出されてき
たのであり 16）、そのような実務運用が誤ったも
のとして否定されてしまうという懸念が示されて
いる 17）。しかし、実際の裁判で両罪の競合が生
じるのは、証拠によって詐欺罪と補助金等不正受
交付罪の双方が証明された場合であり、(c) 説に
立ったとしても、検察官が証拠上、欺罔行為や錯
誤の立証が困難であると考えて、詐欺罪ではなく、
補助金等不正受交付罪で起訴することは排除され
ないのではないであろうか。その意味で、(c) 説
と (d) 説は実務上の運用としては異ならない処理
になると思われる。

　四　本決定の意義
　本決定以前に、最決令 3・6・23（刑集 75 巻 7
号 641 頁）が間接補助金等の不正受交付の事案で
補助金等不正受交付罪に該当するとしても、詐欺
罪を適用することができると解するのが相当であ
ると示していたため、本決定に先例としての意義
はないといえる。そして、本決定と最高裁令和 3
年決定から、最高裁は、両罪の適用関係を排他関
係や特別関係とは理解していないことが明らかに
なったといえるので、補助金等の不正受交付事案
が詐欺罪で起訴される場合には、被告人側の主張
として補助金等不正受交付罪の構成要件に該当す
るので、詐欺罪は適用できないという主張を展開
することは実務上困難になったといえる。
　もっとも、これらの最高裁決定はどのような立
場を前提にしているか明示していないので、現時
点では観念的競合説、補充関係説、択一関係説の
いずれの立場からも説明が可能である 18）。した
がって、これらのいずれの立場（又はこれらと異
なる新たな立場）が妥当であるのかについて、さ
らに議論を深めていく必要があろう。

●――注
１）小滝敏之『補助金適正化法解説〔全訂新版増補第 2版〕』
（全国会計職員協会、2016 年）391 頁。
２）安原美穂「いわゆる補助金適正化法について」曹時 7
巻 10 号（1955 年）17 頁、小滝・前掲注１）391 頁以下
参照。

３）安原・前掲注２）17 頁、小滝・前掲注１）393 頁。
４）安原・前掲注２）17 頁以下、小滝・前掲注１）394 頁
など参照。

５）本評釈における事実の概要欄①は間接補助金であるの
で、補助金等不正受交付罪の対象になるが、②「大阪府
私立幼稚園経常費補助金」及び③「大阪府特別支援教育
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